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資料：国土交通省：地域公共交通確保維持改善事業の概要

協議事項②、③

説明事項①：地域公共交通確保維持改善事業について

制度概要（地域公共交通確保維持事業）

説
明
資
料
1
-
3



4

○ 浜松市では、「浜松市地域公共交通網形成計画」において、地域バスを維持・改善するための手続きを示している。その中で、
維持基準や利用状況、地域のニーズ等を踏まえた評価・チェックを行うことを定めている。

説明事項①：地域公共交通確保維持改善事業について

制度概要（浜松市地域バスの評価）
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令和9年度事業

令和9年度事業

対象バス路線

令和6年度 令和7年度 令和8年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月

浜
松
市

静
岡
県

浜松市地域公共交通会議

国土交通省

申請 認
定

補助金
交付
申請

申請

一次評価
（自己評価）

報告
浜松市地域公
共交通網形成
計画（別紙）

地域間幹線系統

二次評価

地域をまたがる
幹線バス交通
ネットワーク

○ 静岡県は、地域をまたがる赤字の幹線バスに対して、「地域間幹線系統維持計画（県地域公共交通計画別紙）」を作成し、国補
助金申請、県補助等を行う。協議事項①ではその計画に基づく令和７年度事業の一次評価として浜松市地域公共交通会議で協議
を行うもの。

○ 浜松市は、地域間幹線系統と密接な地域内のバス交通等に対して、「地域内フィーダー系統確保維持計画 」を作成し、国補助金
申請を行う。協議事項②ではその計画に基づく令和７年度事業の一次評価として「事業の実施状況の確認、評価」を行う。

フィーダー系統

地域をまたがる
地域間幹線系統
に密接な地域内
のバス交通等

評価結果を計画に反映

令和7年度事業
令和7年度地域内
フィーダー系統
確保維持計画

申請 認定

※令和7年度事業から、当会議にて補助申請を行う

令和8年度事業

静岡県地域公共交通活性化協議会バス専門部会

令和7年度
地域間幹線系統
確保維持計画

申請 認定

令和7年度事業

令和8年度地域間幹
線系統確保維持計画
（ “ふじのくに”地域公
共交通計画別紙）

申請 認定
補助金
交付
申請

一次評価
（自己評価）

報告申請

令和8年度事業

浜松市地域公共交通
網形成計画（別紙）

令和9年度地域間幹線
系統確保維持計画

補助
支払

補助
支払
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○ あわせて、協議事項②では、国庫補助金である地域公共交通確保維持事業の補助対象とならない地域バスについても、「浜松市
地域公共交通網形成計画 」に基づき、評価・チェックを行う。

説明事項①：地域公共交通確保維持改善事業について

制度概要（地域公共交通確保維持事業、浜松市地域バスの評価）

決定
確定
通知

決定
確定
通知

協議事項③

○ 国は、第三者評価委員会を設置し、協議事項②で評価した一次評価を基に二次評価を行う。協議事項③では、第三者評価委員会
へ提出する資料を協議頂く。

協議事項②

協議事項①
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○ 関係法令等

(協議会)

第六条 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うた

めの協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。

２～９ 略

（1）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年五月二十五日法律第五十九号）

（定義等）

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

一 略

二 「地域公共交通確保維持事業」とは、地域公共交通の存続が危機に瀕している地域において地域の特性・実情に最適な

交通手段を確保・維持するために、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「活性化

法」という。）第５条第１項に規定する地域公共交通計画又は生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される離島

航路確保維持計画及び離島航空路確保維持計画を含む。）に基づいて実施される事業をいう。

三～十二 略
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（2）地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱

説明事項①：地域公共交通確保維持改善事業について

制度概要（浜松市地域バスの評価）
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○ 関係法令等

８．事業評価の実施

（１）事業評価の実施

①自己評価（一次評価）

地域公共交通確保維持改善事業による支援を受けた事業については、毎年度、協議会自らによる事業の実施状況の確認、

評価（以下「自己評価」という。）を行い、当該自己評価の結果を、地域公共交通確保維持事業及び地域公共交通調査等事

業にあっては、補助金の交付を受けようとする会計年度の１月末までに、地域公共交通バリア解消促進等事業にあっては、

補助金の交付を受けた会計年度の翌年度の１月末までにそれぞれ協議会から、地方運輸局、神戸運輸監理部、地方航空局又

は沖縄総合事務局（以下「地方運輸局等」という。）に報告するとともに、公表することとする。

②二次評価

ア．実施対象

バリアフリー化設備等整備事業及び鉄道軌道安全設備等整備事業を除く各事業については、自己評価（一次評価）等を

基に二次評価を行うこととする。

イ．実施方法

二次評価を実施する際には、当該評価の客観性・妥当性を担保するため、地方運輸局等に各担当部長等及び学識経験者

等の有識者からなる第三者評価委員会を設置することとし、当該委員会においては、地方運輸局等が作成した二次評価案

等について審議する。地方運輸局等においては、その結果を踏まえて評価を実施することとする。

地方運輸局等は、協議会に対して当該二次評価結果を通知するとともに、必要に応じて、事業計画の見直し等を求め、

協議会では、二次評価の結果を踏まえ、必要に応じて確保維持改善計画、後続事業又は地域の取組等に反映させる。

（以下、略）

（3）地域公共交通確保維持改善事業実施要領
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説明事項①：地域公共交通確保維持改善事業について

制度概要（浜松市地域バスの評価）
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資料：国土交通省：地域公共交通確保維持改善事業の概評

協議事項④、⑤

説明事項①：地域公共交通確保維持改善事業について

制度概要（地域公共交通バリア解消促進等事業）
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２ 制度概要 地域公共交通確保維持改善事業（地域公共交通バリア解消促進等事業）関係
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協議事項⑥、⑦

資料：国土交通省：地域公共交通確保維持改善事業の概要

説明事項①：地域公共交通確保維持改善事業について

制度概要（地域公共交通バリア解消促進等事業）
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協議会

令和６年度 令和７年度 令和８年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月

浜
松
市

交
通
事
業
者

今後の地域の取組

令和７年度事業

（１）バリアフリー化設備等整備事業、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業

国土交通省

補助金
交付
申請

申請 決定

報告

浜松市地域
公共交通会議

○ 協議事項⑤及び⑦では、同協議会において令和８年度事業のバリアフリー化設備等整備事業及び鉄道軌道安全輸送設備等整
備事業の「生活交通改善事業計画」を策定する。

○ 協議事項④及び⑥では、地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱第３条第１項の規定に基づく協議会となる「浜松市
地域公共交通会議」において、令和６年度事業の一次評価を実施する。
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説明事項①：地域公共交通確保維持改善事業について

制度概要（地域公共交通バリア解消促進等事業）

令和６年度事業

一次評価
（自己評価）

R8年度
生活交通

改善事業計画

令和８年度事業

添付

反映

令和６年度事業の実績
協議事項④、⑥

協議事項⑤、⑦

説
明
資
料
1
-
1
0



○ 関係法令等

（定義等）

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

一 「生活交通確保維持改善計画」とは、地域公共交通の確保・維持・改善のために、都道府県、市区町村、交通事業者若

しくは交通施設の管理者等からなる協議会（第３条第２項を除き、以下「協議会」という。）又は都道府県若しくは市区

町村が、地域の生活交通の実情のニーズを的確に把握しつつ、当該協議会での議論を経て策定する地域の特性・実情に応

じた最適の移動手段の提供、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害の解消等

を図るための取組についての計画をいう。

二 略

三 「地域公共交通バリア解消促進等事業」とは、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たっての

様々な障害の解消等を図るために実施される事業であって、「バリアフリー化設備等整備事業」、「利用環境改善促進等

事業」及び「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」をいう。

四 「バリアフリー化設備等整備事業」とは、公共交通機関における高齢者・障害者等の移動に係る利便性及び安全性の向

上の促進等を図るために生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改善事業計画を含む。）に基

づいて実施される事業をいう。

五 「利用環境改善促進等事業」とは、バリアフリー化されたまちづくりの一環としてより制約の少ないシステムの導入等

地域公共交通の利用環境改善を促進するために生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される生活交通改善事

業計画を含む。）に基づいて実施される事業をいう。

六 「鉄道軌道安全輸送設備等整備事業」とは、鉄道及び軌道による輸送の安全を確保するために生活交通確保維持改善計

画（当該計画に代えて策定される生活交通改善事業計画を含む。）に基づいて実施される事業をいう。

七～十二 略

（1）地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱
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説明事項①：地域公共交通確保維持改善事業について

制度概要（地域公共交通バリア解消促進等事業）
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○ 関係法令等

（協議会）

第３条 前条第１項第一号の協議会は、以下の者によって構成される。

一 関係する都道府県又は市区町村

二 関係する交通事業者又は交通施設管理者等

三 地方運輸局（神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「地方運輸局等」という。）又は地方航空局

四 その他地域の生活交通の実情、その確保・維持・改善の取組に精通する者等協議会が必要と認める者

２ 第２編第１章の陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業に係る地域公共交通計画を作成する都道府県又は市町村が組織

する活性化法第６条第１項に規定する協議会（以下「活性化法法定協議会」という。）にあっては、地域間幹線系統は地域

間のみならず地域内の生活交通の機能を有すること、地域内フィーダー系統は地域間幹線系統と一体として地域の生活交通

ネットワークを形成するものであることから、これらを踏まえ、的確かつ効果的な計画の策定が可能となるよう関係する都

道府県及び市区町村がともに参加すること。

３ 第２編第２章の離島航路に係る地域公共交通確保維持事業に係る生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定され

る離島航路確保維持計画を含む。）を策定する協議会にあっては、離島航路が地域の幹線交通であるとともに生活交通であ

ることから関係する都道府県及び市町村がともに参加すること。

４ 地方運輸局等及び地方航空局は、生活交通確保維持改善計画の策定に必要な助言等を行う。

５ 協議会は、補助対象事業ごとに補助対象事業について評価を行い、その結果について地方運輸局又は地方航空局の長に報

告しなければならない。

（1）地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱
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説明事項①：地域公共交通確保維持改善事業について

制度概要（地域公共交通バリア解消促進等事業）
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○ 関係法令等

（第３編 地域公共交通バリア解消促進等事業

第１章 バリアフリー化設備等整備事業

（生活交通確保維持改善計画）

第７５条 バリアフリー化設備等整備事業を行う場合は、生活交通確保維持改善計画に、次に掲げる事項について具体的に記

載するものとする。

一 バリアフリー化設備等整備事業の目的・必要性

二 バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果

三 バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者

四 バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

五 計画期間

２ バリアフリー化設備等整備事業に限定した計画として策定する場合は、前項各号の事項を記載した生活交通改善事業計画

の策定をもって、生活交通確保維持改善計画に代えることができる。

（補助金交付申請）

第７７条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、すみやかに様式第４－１による補助金交付申請書に、

第７５条第１項各号の事項を記載した生活交通確保維持改善計画又は生活交通改善事業計画を添付し、大臣に提出しなければ

ならない。

（1）地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱
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説明事項①：地域公共交通確保維持改善事業について

制度概要（地域公共交通バリア解消促進等事業）
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○ 関係法令等

（第３編 地域公共交通バリア解消促進等事業）
第３章 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業
（生活交通確保維持改善計画）
第９９条 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業を行う場合は、生活交通確保維持改善計画に、次に掲げる事項について具体的に
記載するものとする。
一 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業の目的・必要性
二 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業の定量的な目標及び効果
三 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者
四 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額
五 計画期間

２ 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に限定した計画として策定する場合は、前項各号の事項を記載した生活交通改善事業計
画の策定をもって、生活交通確保維持改善計画に代えることができる。
３ 再構築計画及び利便増進計画については、第１項に掲げる事項のうち、当該再構築計画又は利便増進計画に記載されてい
ない事項を記載した書類（以下「追記書類」という。）を添付することにより生活交通確保維持改善計画に代えることができ
る。
４ 前項の追記書類は協議会での議論を経て作成しなければならない。

（1）地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱

８．事業評価の実施
（１）事業評価の実施
①自己評価（一次評価）
地域公共交通確保維持改善事業による支援を受けた事業については、毎年度、協議会自らによる事業の実施状況の確認、

評価（以下「自己評価」という。）を行い、当該自己評価の結果を、地域公共交通確保維持事業及び地域公共交通調査等事
業にあっては、補助金の交付を受けようとする会計年度の１月末までに、地域公共交通バリア解消促進等事業にあっては、
補助金の交付を受けた会計年度の翌年度の１月末までにそれぞれ協議会から、地方運輸局、神戸運輸監理部、地方航空局又
は沖縄総合事務局（以下「地方運輸局等」という。）に報告するとともに、公表することとする。

（2）地域公共交通確保維持改善事業実施要領

14

説明事項①：地域公共交通確保維持改善事業について

制度概要（地域公共交通バリア解消促進等事業）
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